
の
み
や
み
や
ひ
が
し

群
馬
。
二
之
宮
宮
東
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
群
馬
県
前
橋
市
二
之
官
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
五
年

（昭
６０
）
一
一
月
を

一
九
八
六
年

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
働
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
桜
場

一
寿

・
坂
井
　
隆

・
山
口
逸
弘
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
寺
院
跡

・
居
館
跡

・
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
を

一
八
世
紀

７
　
遠退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

二
之
宮
官
東
遺
跡
は
、
前
橋
市
の
市
街
地
東
の
赤
城
山
南
麓
で
、
利
根
川
支

流
荒
砥
川
扇
状
地
の
末
端
に
位
置
す
る
。

調
査
地
の
西
北
西
三
Ｏ
Ｏ
ｍ

に
古
代
以
来
の
二
之
官
赤
城
神

社
が
鎮
座
し
、
土
塁
で
閣
ま
れ

た
同
神
社
の
北
側
に
は
、　
こ

一

世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
た
中
世

東
山
道
地
域
の
主
要
幹
線
道
路

「あ
づ
ま
道
」
が
東
西
に
走

っ

て
い
る
。

調
査
地
の
す
ぐ
北
に
、
真
言

宗
豊
山
派
の
無
量
寿
寺
が
あ
る
。
こ
の
寺
は
中
世
に

は
赤
城
神
社
に
関
係
す
る
武
士
団
の
居
館
で
あ
っ
た

が
、
近
世
に
は
前
橋
藩
主
と
関
係
の
あ
る
寺
院
に
変

わ
っ
た
。
寺
伝
で
は
元
禄
年
間
に
護
持
院
隆
光
に
よ

り
中
興
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

調
査
地
に
北
接
し
て
、　
一
辺

一
〇

ｍ
、
高
さ
七
ｍ

の
方
形
の
塚
で
あ
る
筑
波
山
が
あ
る
。
こ
の
塚
の
南

に
、
東
西
約
八
五
ｍ
、
南
北
約
二
〇
ｍ
、
深
さ
三
ｍ
の

長
方
形
の
池
跡
Ｘ
Ｏ

一
一
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。
池

内
に
は
、
筑
波
山
の
す
ぐ
南
に
中
島
が
、
そ
し
て
東

に
は
橋
跡
が
見
ら
れ
た
。
も
と
も
と
中
世
居
館
の
堀

の
区
画
を
利
用
し
て

一
七
世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
、

一
七
世
紀
末
頃
に
前
記
施
設
と
筑
波
山
を
含
め
た
無

量
寿
寺
の
庭
園
と
し
て
増
築
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

一
八
世
紀
中
ご
ろ
以
降
、
池
は
濯
漑
用
水
池
と
し

て
、
ま
た
筑
波
山
と
中
島
は
村
内
の
庚
申
信
仰
の
拠

点
と
し
て
、
役
割
を
変
化
さ
せ
た
。

こ
の
中
島
周
辺
の
池
底
か
ら
近
世
の
墨
書
板

一
点

・
杭
型
塔
婆

一
六
点
、
ま
た
近
代
の
祭
礼
板
二
点
が

出
土
し
た
。
文
字
資
料
と
し
て
は
他
に

「○
ヤ
」
と

墨
書
さ
れ
た
備
前
招
鉢
、
寛
永
通
宝
、
庚
申
塔
七
基

(前 橋)



1992年出上の未簡

名
庚
」
字
墨
書
石
塔
片

。
「安
政
二
年
」
銘
墓
石

・
五
輪
塔
地
輪
二
点
が
池
底

よ
り
出
上
し
た
。
ま
た
中
島
上
に
か
つ
て
存
在
し
た
石
祠
に
は

「寛
永
五
年
」

の
銘
が
あ
る
。

池
内
か
ら
は
、
大
量
の
陶
磁
器
、
漆
器
、
建
築
部
材
、
杭
、
石
日
、
砥
石
な

ど
が
出
上
し
て
い
る
。

８
　
木
筒
の
釈
文

・
内
容

池
底
か
ら
の
出
上
で
、
江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上
辺

は
二
次
的
に
割
ら
れ
て
、
左
側
面
は
欠
損
す
る
が
、
右
側
面
と
下
辺
は
原
形
を

と
ど
め
る
。

「某
番
十
人
名
」
の
書
式
で
、　
一
列
に
人
名
が
列
記
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

信
仰
に
関
わ
る
何
ら
か
の
名
簿
様
の
も
の
と
思
わ
れ
、
周
辺
及
び
筑
波
山
で
見

ら
れ
る
庚
申
塔
よ
り
、
庚
申
講
の
講
中
の
番
付
表
と
も
推
測
で
き
る
。

②

「
口
国
掌
塔
百
□
六
戸
藪
清
信
女
相
当
壱
七
廻
忌
阿
褥
多
羅
＝

＝
三
貌
三
菩
提
也
上
造
法
　
口
□
」
　
　
　
μ卜Ｐ巽
卜契
誤

寓
μ

上
下
両
端
を
削
り
尖
ら
せ
た
杉
の
杭
状
材
ｃ
土
に
突
き
立
て
ら
れ
た
も
の
だ

ろ
う
。　
一
面
を
偏
平
に
削
っ
た
断
面
半
円
形
整
形
で
、
平
ら
な
面
に
文
字
を
記

す
。
戒
名
の
人
物
の
七
回
忌
法
要
時
に
立
て
ら
れ
た
卒
塔
婆
と
思
わ
れ
る
。

⑨
　
。
「
口
国
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
尖
藪
意
起
口
日
経
月
＝

Ｈ
口
国
十
七
廻
忌
日
国
法
界
平
□
□
」

。
「
日
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

Ｐ
卜
Φ
ω
×
卜
『
×
∞
φ
　
Ｏ
φ
滓

上
下
両
端
を
削
り
尖
ら
せ
た
杉
の
杭
状
材
で
、　
一
面
を
平
ら
に
整
形
。
文
字

は
偏
平
面
に
多
く
残
存
す
る
が
、
裏
面
の
未
調
整
部
分
に
も
若
千
墨
痕
が
あ
る
。

（梵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
）

①

「
□
□
口
□
□
□
□
□
□
□
□
□
日
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Ｈ

＝
□
□
□
□
□
□
日
国
右
起
為
過
去
相
当
妙
蓮
禅
定
尼
第
＝

＝

十

七

廻

忌

ｘ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
臣

∞
Ｘ

卜
買

愁

舘

ド

断
面
長
方
形
の
角
柱
状
杉
材
で
、
文
字
は
片
面
の
み
。
上
端
部
は
前
例
同
様

削
り
尖
ら
せ
て
あ
る
。
上
半
部
の
梵
字
部
分
の
墨
の
残
り
が
比
較
的
良
好
。

乃
至
膳
□
平
□
太
□

　

（謹
じ

⑤
　

×
菩
提
也
子
時
延
享
三
寅
天
□
施
主
飲
言

（
」
卜じ
溢
聟
絣

寓
μ

杉
の
杭
状
材
の
一
面
を
偏
平
に
整
形
。
下
端
部
の
断
片
で
、
末
端
を
削
り
尖

ら
せ
、
地
中
に
刺
し
立
て
ら
れ
た
部
分
が
残
存
中
文
言
は
い
供
養
願
文
つ
書
き

(1)

□□

□□

浮ド当

令和

EI辞

齢�

〉,慕 螂 X

灘苅 琳 X
畔□

6 叶� 琳×

大 □回 琳×

×
ω
   灘
お畦



止
め
の
部
分
で
、
「延
享
三
年
」
全
七
四
一◇

の
紀
年
銘
が
判
読
で
き
る
。

他
に
杭
型
塔
婆

一
〇
点
、
板
塔
婆
二
点
が
あ
る
が
判
読
で
き
な
い
。
い
ず
れ

も
⑤
と
近
い
年
代
と
考
え
ら
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

９
０
ｏ
ヨ

の
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『
二
之
宮
宮
東
遺
跡
発
据
調
査
報
告

書
』
全

九
仝
一一年
）

（坂
井
　
隆
・
高
島
英
之
）

ω

闊
圃

圏

隅

剛

円

悧

Ｖ

濫

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，

（
日
四
闇
日
圏
円
馴
閉
□
Ｎ
Ｍ
酬
同
日
川
脚
脚
四
固
Ｍ
囲
国
圏
口
□
閉
囲
口
日
「

□




